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１
億
１
０
６
６
万
円
追
加

し
て
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総

額
を
54
億
４
３
６
２
万
円
と

す
る
も
の
。

　

増
額
と
な
っ
た
主
な
費
用

は
、
社
会
福
祉
費
約
３
５
０

０
万
円
。
道
路
橋
梁
費
約
６

２
０
０
万
円
、
小
学
校
費
約

外装工事が完了した
多世代活動交流センター
工事請負契約の変更契約（１５８４万円増）が
きまりました

　

人
事
院
及
び
埼
玉
県
人
事

委
員
会
の
給
与
に
関
す
る
勧

告
等
を
踏
ま
え
、
平
均
改
定

率
０
・
２
％
の
引
き
上
げ
改

定
を
平
成
30
年
４
月
１
日
に

さ
か
の
ぼ
っ
て
適
用
す
る
も

の
。
ま
た
、
年
間
の
勤
勉
手

当
を
０
・
05
月
引
き
上
げ
、

４
・
45
月
に
す
る
。

　

年
間
の
期
末
手
当
を
０
・

05
月
引
き
上
げ
て
、
４
・
45

月
に
す
る
も
の
。

　

年
間
の
期
末
手
当
を
０
・

05
月
引
き
上
げ
て
、
４
・
45

月
に
す
る
も
の
。

　

平
成
30
年
第
４
回
定
例
会
が
、
12
月
４
日
か
ら
12
日
ま
で
の
９
日
間
に
わ
た
り

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

提
出
議
案
は
、
専
決
処
分
の
承
認
に
関
す
る
も
の
１
件
、
条
例
の
制
定

に
関
す
る
も
の
５
件
、
指
定
管
理
者
の
指
定
に
関
す
る
も
の
１
件
、
補
正

予
算
に
関
す
る
も
の
５
件
、
町
道
路
線
の
廃
止
に
関
す
る
も
の
１
件
、
工

事
請
負
契
約
の
変
更
契
約
の
締
結
に
関
す
る
も
の
１
件
、
教
育
委
員
会
委

員
の
任
命
に
関
す
る
も
の
１
件
の
15
議
案
で
、
い
ず
れ
も
承
認
・
可
決
・

同
意
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
請
願
４
件
が
提
出
さ
れ
、
２
件
が
採
択
さ

れ
、
国
に
意
見
書
を
提
出
し
ま
し
た
。
そ
の
ほ
か
に
議
員
発
議
が
１
件
提

出
さ
れ
、
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

議
員
発
議

第4回定例会

　

議
員
の
報
酬
に
関
し
て
は
、

人
事
院
勧
告
に
従
う
必
要
は

な
い
。　
　
　
　
　
（
野
田
）

　

議
員
の
報
酬
等
は
、
議
員

の
活
動
を
見
直
す
か
、
町
長

給
与
等
を
比
べ
少
な
い
か
な

ど
検
討
し
、
決
め
る
べ
き
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
根
岸
）

　
　
　 〈

反
対
討
論
〉

一
般
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正

町
長
等
の
給
与
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正

　

台
風
24
号
に
よ
る
公
共
施

設
等
の
被
害
に
対
し
、
２
０

９
万
円
の
災
害
復
旧
予
備
費

を
計
上
す
る
も
の
。

専
決
処
分
の
承
認

一
般
会
計
補
正
予
算

議
会
の
議
員
の
議
員
報
酬
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

５
０
０
万
円
、
文
化
財
保
護

費
約
３
０
０
万
円
等
。

倒
木
に
よ
り
破
損
し
た 

中
央
公
民

館
駐
輪
場



はとやま議会だよりNo.143　23　はとやま議会だよりNo.143

請
願
審
査

問　

入
札
後
に
見
直
し
て
、

額
を
上
げ
る
の
で
は
、
入
札

の
意
味
が
な
く
な
る
の
で
は

な
い
か
。

答　

既
存
建
物
の
改
修
工
事

な
の
で
、
当
初
の
設
計
で
見

込
め
ず
増
額
と
な
っ
た
。

問　

外
構
の
追
加
工
事
は
、

す
で
に
前
か
ら
わ
か
っ
て
い

た
と
思
う
が
。

答　

地
域
包
括
ケ
ア
セ
ン

タ
ー
の
工
事
の
時
に
施
工
予

定
で
あ
っ
た
が
、
水
道
管
や

排
水
管
が
浅
く
て
中
止
し
た
。

本
設
計
が
完
了
し
て
い
た
の

で
、
今
回
の
工
事
に
追
加
し

た
。

　

駐
車
場
の
変
更
工
事
、
床

工
事
の
変
更
、
ク
ー
ラ
ー
２

台
の
追
加
、
パ
ラ
ペ
ッ
ト
立

ち
上
が
り
部
分
の
防
水
工
事

等
、
改
修
工
事
と
は
い
え
、

最
初
か
ら
目
視
で
確
認
で
き

る
部
分
は
、
本
体
工
事
と
し

て
入
札
す
べ
き
で
あ
り
、
変

更
契
約
に
反
対
す
る
。　
（
森
）

　

訴
訟
中
の
案
件
に
対
し
て

意
見
書
の
提
出
は
慎
重
で
あ

る
べ
き
。
団
体
の
意
向
を
そ

の
ま
ま
鳩
山
町
議
会
と
し
て
、

提
出
す
る
こ
と
は
公
益
性
に

欠
い
て
い
る
。　

     

（
大
賀
）

　

憲
法
９
条
の
目
的
は
世
界

の
恒
久
平
和
で
あ
り
、
国
民

の
基
本
的
人
権
を
し
っ
か
り

守
る
こ
と
だ
。
自
衛
隊
の
存

在
と
役
割
を
明
記
す
る
事
は

必
要
だ
。　
　
　
　

(

石
井
徹)

　

少
子
高
齢
化
で
社
会
保
障

費
の
財
源
確
保
の
た
め
必
要
。

大
企
業
へ
の
応
分
の
税
負
担

も
実
施
す
べ
き
。
一
方
で
消

〈
反
対
討
論
〉

〈
反
対
討
論
〉

〈
反
対
討
論
〉

〈
反
対
討
論
〉

精神障がい者の交通運賃に関する意見書
　障がい者に対する交通運賃割引制度は、身体障がい
者は昭和25年から、身体内部障がい者は平成２年から、
知的障がい者は平成３年から実施されている。
　近年、障がい者関係の法制は集中的に整備され、平
成26年に政府が批准した障害者権利条約は、「障害者
自身が、自ら選択する方法で、自ら選択する時に、か
つ、負担しやすい費用で移動することを容易にするこ
と」と明記されている。交通機関事業者が精神障がい
者だけを除外することは、明らかに条約に違反する行
為であり、このような状態に対する是正指導は、政府、
行政の責任でもある。
　よって、精神障がい者に身体障がい者及び知的障が
い者と同等に交通運賃割引が適用されるよう、是正指
導、勧告等の措置を行うことを強く要望する。
（一部省略）

建設アスベスト訴訟の早期解決と被害者
の救済を求める意見書
　株式会社クボタのアスベスト被害者は、労災認定者を
含め２万人を超えた。平成26年10月９日、最高裁判所
判決を受け、厚生労働省は石綿工場で働いていた元労
動者や遺族に対する和解手続きによる賠償金を支払う
枠組みをつくった。
　ところが、アスベストの最大の被害者である建設従
事者に対する賠償の制度はなく、現在、建設従事者と
その遺族が原告（被害者単位で645人）となり、国とア
スベスト建材製造企業を被告とする裁判が、３つの高等
裁判所と５つの地方裁判所で争われている。
　アスベストを原因とする疾患は、重篤で完治はありえ
ず、原告の中でも訴訟後138人（10月末現在）が亡くなっ
ている。
　よって、建設アスベスト訴訟の早期解決と、被害者の
救済を強く求める。（一部省略）

国
に
対
し
「
消
費
税
増
税
中

止
を
求
め
る
意
見
書
」
の
提

出
を
求
め
る
請
願
書
不
採
択

精
神
障
害
者
の
交
通
運
賃
割

引
の
意
見
書
提
出
を
求
め
る

請
願
書　
　

採 

択

工
事
請
負
契
約
の
変
更
契
約

の
締
結
に
つ
い
て

国
に
対
し
「
建
設
ア
ス
ベ
ス

ト
訴
訟
の
早
期
解
決
と
被
害

者
の
救
済
を
求
め
る
意
見

書
」
の
請
願
書　

採 

択

　

社
会
保
障
政
策
を
進
め
る

た
め
に
も
消
費
税
増
税
に
必

ず
し
も
反
対
で
は
な
い
。
増

税
対
策
な
ど
効
果
、
必
要
性
、

公
平
性
に
納
得
が
い
か
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
野
田
）

　

消
費
税
は
収
入
の
低
い
人

ほ
ど
重
い
負
担
だ
。
一
方
、

大
企
業
の
減
税
に
消
費
税
が

使
わ
れ
て
き
た
。
軽
減
税
率

で
は
、
レ
ジ
や
経
理
シ
ス
テ

ム
を
準
備
す
る
た
め
、
大
き

な
費
用
負
担
だ
。　
　
（
根
岸
）

　

当
初
、
消
費
増
税
は
社
会

保
障
費
と
国
の
借
金
返
済
の

た
め
財
政
再
建
に
充
て
る
と

の
こ
と
で
理
解
し
て
い
た
。

最
近
で
は
還
元
案
な
ど
理
解

で
き
な
い
も
の
が
目
白
押
し
。

　
　
　
　
　
　

  

（
石
井
計
次
） 

　

過
去
10
回
の
判
決
で
勝
訴

し
、
メ
ー
カ
ー
の
責
任
や
個

人
事
業
者
も
対
象
に
な
っ
た
。

国
と
建
材
メ
ー
カ
ー
は
、
全

て
の
被
害
者
を
救
済
す
べ
き

だ
。　
　
　

        　
（
根
岸
）

　

精
神
障
が
い
者
に
対
し
て

の
取
り
組
み
が
遅
れ
て
お
り
、

速
や
か
に
現
状
を
改
善
す
る

必
要
が
あ
る
。　
　

  

（
野
田
）

　

精
神
障
が
い
者
も
、
身
体
・

知
的
障
が
い
者
と
同
様
に
、

公
共
交
通
機
関
の
運
賃
割
引

制
度
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。　
　
　
　

     

（
中
山
）

　

平
和
憲
法
を
持
つ
日
本
は

国
際
的
に
信
頼
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
も
９
条
を
守
り
、

日
本
だ
か
ら
こ
そ
の
国
際
貢

献
を
な
す
べ
き
だ
。  

（
野
田
）

　

自
衛
隊
を
憲
法
９
条
に
書

き
込
む
こ
と
で
戦
争
を
す
る

日
本
に
変
わ
る
。
米
国
の
軍

事
力
を
買
わ
さ
れ
、
米
国
の

紛
争
や
戦
争
に
駆
り
出
さ
れ

る
。　
　
　
　
　
　
　
（
根
岸
）

〈
賛
成
討
論
〉

〈
賛
成
討
論
〉

〈
賛
成
討
論
〉

〈
賛
成
討
論
〉

費
税
交
付
金
が
町
の
大
き
な

収
入
に
な
る
。     (

石
井
徹)

　

若
者
の
数
が
年
々
減
少
し

て
い
る
が
、
年
金
、
医
療
介

護
な
ど
の
費
用
は
増
え
続
け

て
い
る
。財
源
確
保
は
必
要
だ
。

　
　
　
　
　
　
　

  　

(

中
山)

国
に
対
し
「
立
憲
主
義
を
堅

持
し
、
憲
法
９
条
を
守
り
、

戦
争
し
な
い
日
本
を
求
め
る

意
見
書
」
の
提
出
を
求
め
る

請
願
書　

不
採
択

問問 答答
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